






 

 

 

 

 

 

○会社法（平成十七年法律第八十六号） 

 

（選任）  

第三百二十九条  役員（取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第

三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。）及び会計監査

人は、株主総会の決議によって選任する。  

２  前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた

場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに

備えて補欠の役員を選任することができる。 

 

（解任）  

第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任す

ることができる。  

２ 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除

き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 

 

（株主による取締役の行為の差止め）  

第三百六十条  六箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期

間）前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為

その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあ

る場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあ

るときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。  

２  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇

月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前から引き続き

株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。  

３  監査役設置会社又は委員会設置会社における第一項の規定の適用については、

同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。  

 

（取締役会の権限等）  

第三百六十二条  取締役会は、すべての取締役で組織する。  

２  取締役会は、次に掲げる職務を行う。  

一  取締役会設置会社の業務執行の決定  

二  取締役の職務の執行の監督  

三  代表取締役の選定及び解職  

３  取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。  

４  取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任す

ることができない。  

一  重要な財産の処分及び譲受け  

二  多額の借財  

三  支配人その他の重要な使用人の選任及び解任  

四  支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止  

五  第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関

する重要な事項として法務省令で定める事項  

六  取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定め

る体制の整備  

七  第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一

項の責任の免除  

５  大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる

事項を決定しなければならない。  

 

（取締役会設置会社の取締役の権限）  

第三百六十三条  次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。  

一  代表取締役  

二  代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会

社の業務を執行する取締役として選定されたもの  

２  前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取

締役会に報告しなければならない。  

 

（監査役の権限）  

第三百八十一条  監査役は、取締役（会計参与設置会社にあっては、取締役及び会

計参与）の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定め

るところにより、監査報告を作成しなければならない。  

２  監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し

て事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすること

ができる。  

３  監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に

対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすること

ができる。  
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４  前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことが

できる。   

 

（会計監査人の権限等）  

第三百九十六条  会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類

及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合にお

いて、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなけ

ればならない。  

２  会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及

び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることが

できる。  

一  会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該

書面  

二  会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、

当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの  

３  会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の

子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子

会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。  

４  前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことが

できる。  

５  会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使

用してはならない。  

一  第三百三十七条第三項第一号又は第二号に掲げる者  

二  会計監査人設置会社又はその子会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執

行役又は支配人その他の使用人である者  

三  会計監査人設置会社又はその子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外

の業務により継続的な報酬を受けている者  

６  委員会設置会社における第二項の規定の適用については、同項中「取締役」と

あるのは、「執行役、取締役」とする。 

 

（責任追及等の訴え）  

第八百四十七条  六箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その

期間）前から引き続き株式を有する株主（第百八十九条第二項の定款の定めにより

その権利を行使することができない単元未満株主を除く。）は、株式会社に対し、

書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、

役員等（第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。）

若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴

え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求

める訴え（以下この節において「責任追及等の訴え」という。）の提起を請求する

ことができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益

を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。  

２  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇

月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前から引き続き

株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。  

３  株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを

提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴え

を提起することができる。  

４  株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴え

を提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人、設立時取締役、

設立時監査役、役員等若しくは清算人から請求を受けたときは、当該請求をした者

に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で

定める方法により通知しなければならない。  

５  第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回

復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式

会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項た

だし書に規定する場合は、この限りでない。  

６  第三項又は前項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、

財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。  

７  株主が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、

当該株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。  

８  被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるもので

あることを疎明しなければならない。  

 

 

○独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号） 

 

（役員）  

第十八条 各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長

一人及び監事を置く。  

２ 各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、

他の役員を置くことができる。  

３ 各独立行政法人の法人の長の名称、前項に規定する役員の名称及び定数並びに監

事の定数は、個別法で定める。 



 

 

 

 

（役員の職務及び権限）  

第十九条  法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。  

２ 個別法で定める役員（法人の長を除く。）は、法人の長の定めるところにより、

法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務

を行う。  

３ 前条第二項の規定により置かれる役員の職務及び権限は、個別法で定める。  

４ 監事は、独立行政法人の業務を監査する。  

５ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長又は主務大

臣に意見を提出することができる。 

 

（役員の任命）  

第二十条 法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。  

一 当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する

者  

二 前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率

的に運営することができる者  

２ 監事は、主務大臣が任命する。  

３ 第十八条第二項の規定により置かれる役員は、第一項各号に掲げる者のうちから、

法人の長が任命する。  

４ 法人の長は、前項の規定により役員を任命したときは、遅滞なく、主務大臣に届

け出るとともに、これを公表しなければならない。 

 

（役員の解任）  

第二十三条 主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に

より役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しな

ければならない。  

２ 主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当す

るとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することがで

きる。  

一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。  

二 職務上の義務違反があるとき。  

３ 前項に規定するもののほか、主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る

役員（監事を除く。）の職務の執行が適当でないため当該独立行政法人の業務の実

績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切で

ないと認めるときは、その役員を解任することができる。  

４ 法人の長は、前二項の規定によりその任命に係る役員を解任したときは、遅滞な

く、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。  

 

 

（中期目標）  

第二十九条 主務大臣は、三年以上五年以下の期間において独立行政法人が達成すべ

き業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定め、これを当該独立行

政法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同

様とする。  

２ 中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 中期目標の期間（前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同

じ。）  

二 業務運営の効率化に関する事項  

三 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  

四 財務内容の改善に関する事項  

五 その他業務運営に関する重要事項  

３ 主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、

評価委員会の意見を聴かなければならない。  

 

（中期計画）  

第三十条 独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、

主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画（以下「中期

計画」という。）を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更

しようとするときも、同様とする。  

２ 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置  

二 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置  

三 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画  

四 短期借入金の限度額  

四の二 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該

財産の処分に関する計画  

五 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとすると

きは、その計画  

六 剰余金の使途  

七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項  



 

 

 

３ 主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意

見を聴かなければならない。  

４ 主務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに

掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画

を変更すべきことを命ずることができる。  

５ 独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表

しなければならない。  

 

（財務諸表等）  

第三十八条 （略）  

２ 独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これ

に当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並

びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見（次条の規定により会計監査人の

監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。

以下同じ。）を付けなければならない。  

３・４ （略） 

 

（会計監査人の監査）  

第三十九条 独立行政法人（その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に

達しない独立行政法人を除く。）は、財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に

限る。）及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けな

ければならない。 

  

（会計監査人の選任）  

第四十条 会計監査人は、主務大臣が選任する。  

 

（会計監査人の解任）  

第四十三条 主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監

査人を解任することができる。  

一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。  

二 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。  

三 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

 

（報告及び検査）  

第六十四条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、独立

行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその

職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他

の必要な物件を検査させることができる。  

２ 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯

し、関係人にこれを提示しなければならない。  

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解し

てはならない。  

 

（違法行為等の是正）  

第六十五条 主務大臣は、独立行政法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律、

個別法若しくは他の法令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当

該独立行政法人に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めるこ

とができる。  

２ 独立行政法人は、前項の規定による主務大臣の求めがあったときは、速やかに当

該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を主務

大臣に報告しなければならない。  

 

 

 

○年金積立金管理運用独立行政法人法（平成十六年法律第百五号） 

 

（役員）  

第六条 管理運用法人に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。  

２ 管理運用法人に、役員として、理事一人を置くことができる。  

 

（理事の職務及び権限等）  

第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して管理運用法人の業

務を掌理する。  

２ 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が

置かれていないときは、監事とする。  

３ 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職

務を代理し、又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 

 

（運用委員会の設置及び権限）  

第十五条 管理運用法人に、運用委員会を置く。  

２ 次に掲げる事項は、運用委員会の議を経なければならない。  



 

 

 

一 業務方法書の作成又は変更  

二 通則法第三十条第一項 に規定する中期計画（第二十条において「中期計画」

という。）の作成又は変更  

３ 運用委員会は、年金積立金の運用状況その他の管理運用業務の実施状況を監視す

る。  

４ （略） 

 

 

（委員）  

第十七条 委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験を有

する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。  

２・３ （略） 

 

 

（中期計画の記載事項）  

第二十条 管理運用法人は、中期計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 年金積立金の管理及び運用の基本的な方針  

二 年金積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する

事項  

三 年金積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項  

２～４ （略） 

 

（特に必要がある場合の厚生労働大臣の要求）  

第二十七条 厚生労働大臣は、年金積立金の安全かつ効率的な運用を行うため特に必

要があると認めるときは、管理運用法人に対し、管理運用業務に関し必要な措置を

とることを求めることができる。  

２ 管理運用法人は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当

な理由がない限り、その求めに応じなければならない。  

 

 

 

○会計検査院法（昭和二十二年法律第七十三号） 

 

第二十条 会計検査院は、日本国憲法第九十条 の規定により国の収入支出の決算の

検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。  

○２ 会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、且

つ、是正を図る。  

○３ 会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計

検査上必要な観点から検査を行うものとする。 

 

第二十二条 会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。  

一～四 （略） 

五 国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計  

六 （略）  
 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%96%40%88%ea%81%5a%8e%4f&REF_NAME=%92%ca%91%a5%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000001000000000000000000
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